
『
今
鏡
』
に
描
か
れ
る
藤
原
道
長
の
栄
華

一
残
映
と
し
て
の
『
大
鏡
』

福
　
田
　
景
　
道

　
『
今
鏡
』
は
『
大
鏡
』
の
続
編
と
し
て
著
作
さ
れ
た
。
『
大
鏡
』

の
展
開
を
主
導
し
た
大
宅
世
継
の
孫
女
を
自
称
す
る
語
り
手
が
、

『
大
鏡
』
を
時
間
的
に
継
承
し
て
、
世
継
に
語
り
残
さ
れ
た
後
一

条
朝
以
降
の
出
来
事
を
口
述
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
（
「
序
」
）
。

　
　
　
　
　
ヤ

百
数
十
歳
の
超
老
人
が
自
己
の
見
聞
の
形
で
歴
史
を
物
語
る
と
い

ケ
設
定
、
紀
伝
体
に
倣
っ
た
組
織
な
ど
も
明
ら
か
に
『
大
鏡
』
の

　
　
　
　
　
　
ロ

追
随
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
閑
雅
な
巻
名
・
草
名
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
、
そ
の
内
実
は
む
し
ろ
『
栄
花
物
語
』
に
近
似
し
、
『
今

蝉
）
が
継
受
し
た
の
は
『
大
鏡
』
の
外
貌
に
す
ぎ
な
い
と
見
馨

れ
る
。
ま
た
、
『
大
鏡
』
に
は
藤
原
道
長
の
空
前
の
栄
華
と
い
う

明
瞭
な
焦
点
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
体
の
統
一
が
保
た
れ

る
の
に
対
し
て
、
『
今
鏡
』
に
は
焦
点
が
存
在
し
な
い
た
め
に
散

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
ロ

漫
で
単
調
な
印
象
し
か
得
ら
れ
な
い
。
道
長
の
栄
華
を
追
究
す
る

た
め
に
必
然
的
に
案
出
さ
れ
た
形
式
を
無
自
覚
に
踏
襲
し
て
し
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

つ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
理
想
化
さ
れ
た
道
長
の

よ
う
な
核
心
を
持
た
な
い
ま
ま
に
『
大
鏡
』
の
後
継
者
を
目
指
し

た
と
こ
ろ
に
『
今
鏡
』
の
欠
点
の
多
く
が
集
約
さ
れ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
し
か
し
、
『
今
鏡
』
に
も
道
長
は
登
場
す
る
。

　
　
か
の
後
一
条
の
帝
、
世
を
保
た
せ
給
ふ
事
二
十
年
お
は
し
ま

　
　
し
し
か
ば
、
万
寿
二
年
の
後
、
い
ま
十
か
へ
り
の
春
秋
は
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

　
　
り
侍
ら
む
。
（
中
略
）
そ
の
御
世
よ
り
申
し
侍
ら
む
（
「
序
」

　
　
ω
三
三
頁
）

　
こ
の
言
明
の
も
と
に
後
一
条
天
皇
の
治
世
二
十
年
が
『
今
鏡
』

の
叙
述
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
う
ち
の
十
二

年
間
に
道
長
は
生
存
し
て
い
る
。
『
大
鏡
』
の
最
終
年
（
万
寿
二

年
）
の
後
さ
ら
に
二
年
間
存
命
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
『
大
鏡
』

に
語
り
尽
く
さ
れ
た
は
ず
の
道
長
が
続
編
『
今
鏡
』
に
も
残
存
す

る
。
『
今
鏡
』
は
内
実
に
お
い
て
も
『
大
鏡
』
と
の
接
触
を
回
避

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
平
板
単
調
と
評
さ
れ
る
『
今
鏡
』
に
お
い
て
、
『
大
鏡
』
の
焦

点
道
長
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
今
鏡
』
全
編
の
統
一
性
を
考
究
す
る
端
緒
と
し
て
道
長
の
存
在

が
注
目
さ
れ
る
。
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一

　
『
今
鏡
』
で
は
、
後
三
条
帝
・
白
河
院
と
そ
の
周
辺
に
興
趣
あ

る
逸
話
が
多
く
、
そ
の
治
世
は
ひ
と
さ
わ
光
彩
を
放
つ
。
こ
の
時

代
に
作
者
の
関
心
は
集
中
し
、
政
治
に
対
す
る
意
識
は
最
も
高
揚

　
パ
ク
ロ

す
る
。
後
三
条
天
皇
（
尊
仁
親
王
）
立
坊
の
劇
的
経
緯
が
『
今
鏡
』

に
お
け
る
「
実
質
的
に
最
初
」
の
逸
話
で
あ
り
、
『
今
鏡
』
の
白

河
院
は
『
大
鏡
』
の
道
長
に
相
当
す
る
存
在
で
あ
る
と
言
わ
れ
て

　
ハ
　
ロ

い
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
本
紀
」
（
巻
一
「
す
べ
ら
ぎ
の
上
」
～
巻

三
「
す
べ
ら
ぎ
の
下
」
）
の
世
界
は
後
三
条
帝
の
出
現
を
も
っ
て

本
格
的
に
始
動
す
る
と
考
え
ら
れ
、
後
一
条
・
後
朱
雀
．
後
冷
泉

三
帝
の
時
代
と
後
三
条
朝
以
降
と
は
截
然
と
区
分
さ
れ
て
い
る
と

い
う
見
方
が
成
り
立
つ
。
さ
ら
に
、
崇
徳
帝
あ
る
い
は
後
白
河
院

の
治
世
以
後
は
「
こ
の
世
」
「
今
の
世
」
と
呼
ば
れ
て
、
「
近
き
世
」

と
一
括
さ
れ
る
後
三
条
帝
か
ら
鳥
羽
院
政
ま
で
の
期
間
と
識
別
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

れ
て
い
る
の
も
明
ら
か
で
あ
る
。
後
三
条
帝
の
皇
位
継
承
や
崇
徳

・
後
白
河
帝
の
即
位
を
契
機
に
時
代
は
変
移
し
、
『
今
鏡
』
に
取

り
扱
わ
れ
る
百
数
＋
年
間
に
三
種
噸
時
代
が
交
替
す
る
と
い
う

歴
史
認
識
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
時
期
区
分
は
そ
の

ま
ま
「
す
べ
ら
ぎ
」
上
・
中
・
下
の
三
分
巻
に
反
映
す
る
と
も
見

　
　
　
（
n
）

な
さ
れ
る
。

　
時
代
認
識
は
語
り
手
の
境
遇
に
も
呼
応
す
る
。
「
序
」
に
お
い

て
、
紫
式
部
に
仕
え
て
一
条
朝
を
中
心
に
宮
廷
社
会
に
参
与
し
た

ら
し
い
老
媼
が
、
直
接
見
聞
し
た
「
昔
」
の
出
来
事
は
「
か
た
が

た
う
け
た
ま
は
る
事
多
か
り
し
か
ど
も
、
物
語
ど
も
に
み
な
侍
ら

む
」
と
言
っ
て
除
外
し
、
「
近
き
世
の
事
」
を
語
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
彼
女
は
『
今
鏡
』
の
対
象
と
な
る
時
代
（
後
一
条
朝
～
高

倉
朝
）
の
真
の
体
験
者
と
は
見
な
し
難
く
、
『
今
鏡
』
の
語
り
手

に
は
必
ず
し
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
条
件
は
『
大

鏡
』
に
も
共
通
す
る
。
大
宅
世
継
も
夏
山
繁
樹
も
藤
原
忠
平
の
時

代
に
活
躍
し
た
人
物
で
あ
っ
て
、
三
世
代
後
の
道
長
時
代
を
実
体

　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
ロ

験
し
て
は
い
な
い
。
過
去
の
人
間
が
現
在
ま
で
を
俯
瞰
す
る
の
で

あ
っ
た
。
『
今
鏡
』
で
も
、
「
昔
」
の
人
が
「
近
き
世
」
を
照
射
す

　
　
　
　
（
1
3
）

る
の
で
あ
る
。

　
　
近
き
世
の
事
も
，
お
の
づ
か
ら
伝
へ
聞
き
侍
れ
ば
、
お
ろ
お

　
　
ろ
年
の
積
り
に
申
し
侍
ら
む
。
若
く
侍
り
し
昔
は
、
し
か
る

　
　
べ
き
人
の
子
な
ど
三
四
人
生
み
て
侍
り
し
か
ど
、
こ
の
身
の

　
　
あ
や
し
さ
に
や
、
み
な
法
師
に
な
し
つ
つ
、
あ
る
は
山
踏
み

　
　
し
歩
き
て
、
あ
と
も
と
ど
め
侍
ら
ざ
り
き
。
あ
る
は
山
籠
り

　
　
に
て
、
お
ほ
か
た
見
る
世
も
侍
ら
ず
。

　
　
　
た
だ
養
ひ
て
侍
る
五
節
命
婦
と
て
侍
り
し
、
内
わ
た
り
の

　
　
事
も
語
り
、
世
の
事
も
く
ら
か
ら
ず
申
し
て
、
琴
の
つ
ま
な

　
　
ら
し
な
ど
し
て
聞
か
せ
侍
る
も
、
齢
の
ぶ
る
心
地
も
侍
り
し
、

　
　
は
や
く
か
く
れ
侍
り
て
。
ま
た
殿
守
の
み
や
つ
こ
な
る
男
の

　
　
侍
る
も
、
初
冠
せ
さ
せ
侍
り
し
ま
で
養
ひ
立
て
て
、
こ
の
春

　
　
日
の
里
に
忘
れ
ず
ま
う
で
来
る
が
、
朝
浄
め
御
垣
の
う
ち
に

　
　
つ
か
う
ま
つ
る
に
つ
け
て
、
こ
の
世
の
事
も
聞
き
侍
る
。

　
　
（
「
序
」
ω
三
三
頁
）

　
実
見
で
き
な
い
「
近
き
世
」
の
情
報
は
、
「
内
わ
た
り
の
事
」
（
宮

中
）
に
も
「
世
の
事
」
（
貴
族
社
会
）
に
も
詳
し
い
養
女
か
ら
入
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手
し
、
そ
の
後
の
「
こ
の
世
の
事
」
は
内
裏
の
「
朝
浄
め
」
を
勤

め
る
養
子
に
聞
く
と
い
う
設
定
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
情
報
採
取

に
比
較
的
有
利
な
の
が
「
近
き
世
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
こ

の
「
近
き
世
」
を
後
三
条
親
政
か
ら
鳥
羽
院
政
ま
で
の
期
間
に
該

当
さ
せ
る
と
、
こ
こ
に
『
今
鏡
』
の
主
眼
が
あ
る
こ
と
が
裏
付
け

ら
れ
る
。
紫
式
部
に
仕
え
て
得
ら
れ
た
歴
史
知
識
は
、
老
媼
が
「
本

紀
」
「
列
伝
」
を
語
り
終
え
た
後
に
改
め
て
「
お
の
づ
か
ら
見
聞

き
侍
り
し
事
」
「
伝
へ
う
け
た
ま
は
り
し
ご
と
」
（
㊦
三
七
六
頁
）

と
し
て
語
り
続
け
た
巻
九
「
昔
語
」
以
下
に
発
露
す
る
と
思
わ
れ

る
。
「
昔
語
」
に
は
清
和
天
皇
の
治
世
か
ら
後
冷
泉
朝
ま
で
が
対

象
と
な
り
、
「
近
き
世
」
と
峻
別
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
語
り
手

自
ら
が
実
見
し
た
「
昔
」
が
収
載
さ
れ
る
「
物
語
ど
も
」
（
「
序
」
）

の
中
に
『
大
鏡
』
が
含
ま
れ
る
と
す
る
と
、
「
昔
」
を
ほ
ぼ
『
大

鏡
』
に
描
か
れ
る
時
代
と
見
な
し
て
支
障
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
．
そ

う
す
る
と
、
「
昔
」
と
「
近
き
世
」
と
の
間
隙
に
後
一
条
朝
か
ら

後
冷
泉
朝
ま
で
を
意
味
す
る
も
う
一
つ
の
「
昔
」
が
存
在
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
老
媼
の
実
子
が
「
山
踏
み
」
「
山
籠
り
」
の

僧
侶
に
な
っ
た
た
め
に
情
報
の
枯
渇
し
た
期
間
か
、
あ
る
い
は
紫

式
部
没
後
も
老
媼
本
人
が
宮
廷
社
会
と
の
繋
が
り
を
保
っ
て
い
た

時
代
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
、
古
代
中
世
の
時
代
区
分
の
通
性
に
従

っ
て
、
「
昔
」
と
「
近
き
世
」
の
中
間
と
い
う
意
味
で
「
中
頃
」

　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
ロ

と
仮
称
し
て
お
く
。

　
　
「
中
頃
」
「
近
き
世
」
「
こ
の
世
」
に
よ
る
『
今
鏡
』
の
三
時
期

区
分
は
、
「
本
紀
」
の
前
提
と
し
て
ま
ず
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
巻
四
「
藤
波
の
上
」
以
降
の
「
列
伝
」
五
巻
に
も
相
当
で

き
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
見
い
だ
せ
る
の
は
時
間
で
は
な
く
て
世

代
に
基
づ
く
区
分
で
あ
る
。
「
す
べ
ら
ぎ
」
三
巻
（
本
紀
）
が
編

年
史
的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
藤
波
」
三
巻
．
「
村

上
の
源
氏
」
・
「
御
子
た
ち
」
は
、
『
大
鏡
』
を
模
し
て
、
系
譜

（
系
図
）
に
従
っ
て
人
物
が
整
然
と
配
列
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
巻
四
「
藤
波
の
上
」
・
巻
五
「
藤
波
の
中
」
．
巻
六
「
藤
波
の

下
」
前
半
（
「
ま
す
み
の
影
」
の
章
ま
で
）
は
、
摂
政
．
関
白
を

独
占
す
る
道
長
流
の
系
図
を
基
底
に
構
築
さ
れ
る
。
そ
の
系
図
に

含
ま
れ
る
男
女
一
六
〇
人
余
り
の
略
歴
や
逸
話
が
順
次
辿
翻
れ
る

中
で
、
師
実
を
岐
点
に
配
列
方
法
が
一
変
す
る
の
が
わ
か
る
（
系

図
参
照
）
。
道
長
の
男
子
六
人
と
そ
れ
ぞ
れ
の
後
裔
が
、
倫
子
腹

（
頼
通
・
教
通
）
・
明
子
腹
（
頼
宗
・
能
信
．
顕
信
．
長
家
）
の

別
に
、
出
生
順
に
紹
介
さ
れ
る
原
則
が
遵
守
さ
れ
る
が
、
頼
通
一

門
か
ら
師
実
の
一
系
だ
け
が
削
除
さ
れ
て
教
通
後
裔
と
頼
宗
と
の

間
に
介
入
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
摂
関
職
相
続

の
順
序
が
配
列
に
際
し
て
最
優
先
さ
れ
た
結
果
か
も
し
れ
な
い
。

頼
通
か
ら
教
通
へ
は
兄
弟
で
相
承
さ
れ
た
摂
関
職
が
、
師
実
か
ら

基
実
ま
で
は
父
か
ら
子
へ
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
事
実
に
対
応
す

る
。
し
か
し
、
一
方
、
道
長
と
そ
の
子
孫
（
師
実
流
を
除
く
）
の

列
伝
と
師
実
を
始
祖
と
す
る
一
門
流
の
列
伝
と
が
分
離
、
併
存
し

て
い
る
と
も
見
な
せ
る
の
で
あ
る
（
系
図
参
照
）
。
道
長
と
師
実

は
、
そ
の
子
女
の
列
挙
の
最
初
に
立
后
を
果
た
し
た
女
子
が
詳
述

さ
れ
る
点
で
も
他
の
摂
関
・
大
臣
と
は
弁
別
さ
れ
る
。
摂
関
の
家

か
ら
国
母
が
出
て
一
門
の
繁
栄
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
『
今
鏡
』

の
時
代
に
は
道
長
女
彰
子
・
嬉
子
と
師
実
養
女
賢
子
の
場
合
だ
け
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「
今
鏡
』

①
道
長

に
お
け
る
道
長
流
略
系
図

　
　
②ぞ釧鐙夢

（
巻
四
「
藤
波
の
上
」
～
巻
六
「
藤
波
の
下
」
前
半
）

　
（
道
長
子
女
）

　
道
長
女
（
倫
子
腹
）
日
彰
子
・
妖
子
・
威
子
・
嬉
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
市

③④
頼
通
　
　
⑥
頼
通
後
裔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自

家信信宗通

⑦　
教
通
後
裔

⑳　
頼
宗
後
裔

⑳　
能
信
後
裔

⑳
長
家
後
裔

　
　
⑨・

卿
欝

　
　
　
賢
　
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

燈
無
論
撲

（
注
）
太
字
は
摂
政
・
関
白
経
験
者
を
、
○
内
数
字
は
掲
載
順
序
を
あ
ら
わ
す
。

で
あ
っ
た
。

　
師
実
は
「
近
き
世
の
関
白
」
と
呼
ば
れ
る
（
巻
四
「
藤
波
の
上
」

「
薄
花
桜
」
の
章
、
㊥
二
二
四
頁
）
。
構
成
上
の
分
岐
点
で
あ
る

師
実
を
も
っ
て
「
近
き
世
」
の
到
来
を
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
世
代
以
降
の
人
物
を
中
心
に
興
趣
あ
る
逸
話
が
増
加
す
る
傾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

向
が
あ
り
、
作
者
の
力
点
の
所
在
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
巻

六
「
藤
波
の
下
」
の
後
半
を
占
め
る
公
季
（
閑
院
）
流
藤
原
氏
の

列
伝
は
春
宮
大
夫
公
実
か
ら
実
質
的
に
始
ま
る
。
巻
七
「
村
上
の

源
氏
」
は
俊
房
・
顕
房
兄
弟
か
ら
記
事
が
詳
し
く
な
る
。
こ
の
三

人
は
師
実
と
同
じ
く
白
河
院
時
代
の
前
半
に
主
と
し
て
活
躍
し
た

　
　
　
　
（
1
7
）

人
物
で
あ
る
。
巻
八
「
御
子
た
ち
」
は
、
「
近
き
世
」
の
起
点
後

三
条
帝
の
女
御
基
子
と
そ
の
兄
弟
か
ら
始
ま
る
。
「
列
伝
」
五
巻

は
例
外
な
く
、
「
本
紀
」
三
巻
と
同
様
に
、
「
近
き
世
」
以
降
に
本

格
化
す
る
と
見
な
し
て
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
基
実
・
基
房
ら
の

最
新
の
世
代
は
「
今
の
世
」
（
「
こ
の
世
」
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
「
近
き
世
」
が
重
視
さ
れ
る
一
方
で
、

そ
の
前
後
に
「
中
頃
」
「
今
の
世
」
と
い
う
比
較
的
重
要
で
な
い

時
代
が
『
今
鏡
』
の
叙
述
の
対
象
と
さ
れ
る
。
こ
の
期
間
・
世
代

に
は
淡
白
で
起
伏
に
乏
し
い
記
事
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
巻
八
ま
で
の
精
彩
に
富
む
逸
話
は
後
三
条
朝
か
ら
鳥
羽
院
政

ま
で
の
期
間
、
師
実
か
ら
忠
通
ま
で
の
世
代
に
集
中
す
る
の
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
、
な
ぜ
「
近
き
世
」
の
物
語
（
あ
る
い
は
近
代
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史
）
に
「
中
頃
」
や
「
今
」
の
叙
述
が
含
ま
れ
る
の
か
、
と
い
う

疑
問
が
生
じ
て
く
る
。

　
「
今
の
世
」
「
こ
の
世
」
の
場
合
は
、
そ
れ
に
答
え
る
言
辞
が

作
品
中
に
見
い
だ
せ
る
。

　
　
今
の
世
の
事
は
、
憚
り
多
か
る
う
へ
に
、
誰
か
は
お
ぼ
っ
か

　
　
な
く
お
ぼ
さ
れ
む
。
し
か
は
あ
れ
ど
も
、
事
の
続
き
な
れ
ば
、

　
　
申
し
侍
る
に
な
む
。
（
巻
三
「
す
べ
ら
ぎ
の
下
」
「
大
内
わ
た

　
　
り
」
ω
四
六
二
頁
）

　
　
今
の
世
の
事
、
こ
と
あ
た
ら
し
く
申
さ
で
も
侍
る
ぺ
け
れ
ど
、

　
　
事
の
続
き
な
れ
ば
、
申
し
侍
る
に
な
む
。
（
巻
五
「
藤
波
の

　
　
中
」
「
藤
の
初
花
」
㊥
二
五
三
頁
）

　
　
今
の
世
の
こ
と
は
人
に
ぞ
問
ひ
た
て
ま
つ
る
べ
き
を
、
よ
し

　
　
な
き
こ
と
申
し
続
け
侍
る
に
な
む
（
巻
九
「
昔
語
」
「
葦
鶴
」

　
　
⑱
三
七
六
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
こ
の
よ
う
な
『
今
鏡
』
特
有
の
表
現
に
よ
っ
て
、
作
品
に
お
け

る
「
今
」
嘉
応
二
年
ま
で
の
記
事
が
機
械
的
に
継
続
さ
れ
た
こ
と

が
推
定
で
き
る
。
百
数
十
歳
の
古
老
が
自
己
の
生
き
た
時
代
の
出

来
事
を
現
在
に
至
る
ま
で
語
る
と
い
う
形
式
を
墨
守
す
る
た
め

に
、
嘉
応
二
年
ま
で
の
こ
と
が
叙
述
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
た
だ
し
、
『
大
鏡
』
に
お
け
る
万
寿
二
年
は
仮
構
さ
れ
た
現

在
で
あ
っ
た
の
に
、
『
今
鏡
』
の
嘉
応
二
年
は
ほ
ぼ
成
立
時
点
に

　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
レ

重
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
今
の
世
」
に
関
す
る
記
述

は
現
存
す
る
人
物
の
境
涯
が
対
象
と
な
る
た
め
、
「
憚
り
」
が
多

く
、
「
こ
と
あ
た
ら
し
く
」
語
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
「
今

の
世
一
の
出
来
事
（
現
代
史
）
を
語
る
こ
と
に
『
今
鏡
」
の
主
旨

は
も
は
や
な
い
。

　
「
中
頃
」
に
も
、
『
大
鏡
』
を
時
間
的
に
継
承
し
て
通
史
を
完

成
さ
せ
る
以
上
の
意
味
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
『
大
鏡
』
を

忠
実
に
踏
襲
し
、
継
承
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
万
寿
二
年
以
降
の

四
十
年
余
が
対
象
に
加
え
ら
れ
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
こ
こ
に
は
「
近
き
世
」
「
こ
の
世
」
と
は
本
質
的
に
異
な

る
点
が
見
い
だ
せ
る
。
本
稿
の
論
点
に
関
連
さ
せ
る
と
、
後
一
条

・
後
朱
雀
・
後
冷
泉
の
三
代
は
、
道
長
や
頼
通
・
教
通
の
世
代
に

よ
っ
て
摂
関
政
治
体
制
（
外
戚
政
治
）
の
維
持
さ
れ
た
期
間
で
、

後
三
条
帝
の
親
政
に
端
を
発
す
る
院
政
期
と
は
画
然
と
区
分
さ
れ

㌔
、
師
実
は
院
政
に
協
力
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
と
さ
れ
（
御
）
．

「
近
き
世
」
が
新
時
代
と
し
て
注
目
さ
れ
る
根
拠
は
こ
こ
に
も
あ

る
。
一
方
、
「
中
頃
」
が
道
長
の
外
孫
以
外
の
天
皇
が
存
在
せ
ず
、

道
長
の
子
息
の
み
が
政
界
を
領
導
す
る
時
代
で
あ
っ
た
の
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

二

　
『
今
鏡
』
の
「
中
頃
」
の
性
格
を
考
え
る
と
き
、
軽
視
で
き
な

い
の
が
『
弥
世
継
』
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
『
弥
世
継
』
は
、
早

く
散
佚
し
た
ら
し
い
が
、
『
本
朝
書
籍
目
録
』
か
ら
二
巻
本
で
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
、
『
増
鏡
』
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
あ
る
程
度

推
定
で
き
る
。
『
増
鏡
』
の
序
文
に
は
、
『
水
鏡
』
『
大
鏡
』
『
栄
花

物
語
』
『
今
鏡
』
の
概
要
が
紹
介
さ
れ
た
後
に
、

　
　
ま
こ
と
や
、
い
や
世
継
は
、
隆
信
の
朝
臣
の
、
後
鳥
羽
院
の
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位
の
御
ほ
ど
ま
で
を
し
る
し
た
る
と
ぞ
見
え
侍
し
。
そ
の
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
の
事
な
ん
、
い
と
お
ぼ
つ
か
な
く
な
り
に
け
り
。
（
二
四
九

　
　
頁
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
語
り
手
の
老
尼
が
「
事
の
つ
穿
き
」
と
し

て
後
鳥
羽
院
以
降
の
時
代
を
語
る
根
拠
に
な
る
。
同
時
に
こ
れ
は

『
増
鏡
』
が
後
鳥
羽
院
に
起
筆
さ
れ
る
こ
と
の
表
面
上
は
唯
一
の

根
拠
に
な
っ
て
い
る
。
後
鳥
羽
院
を
冒
頭
に
も
っ
こ
と
は
、
そ
の

生
涯
を
倒
幕
運
動
と
隠
岐
配
流
に
代
表
さ
せ
て
、
末
尾
の
中
心
人

物
後
醍
醐
帝
の
類
似
し
た
境
遇
に
対
応
さ
せ
る
の
を
可
能
に
し
、

さ
ら
に
前
者
の
宿
願
を
後
者
が
達
成
す
る
構
図
に
よ
っ
て
一
編
の

　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

首
尾
を
照
応
さ
せ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
『
増
鏡
』
の
世
界
は
強

固
に
統
一
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
後
鳥
羽
院
起
筆
は
偶
然
で
は
な
く

必
然
だ
っ
た
。
も
し
純
粋
に
『
弥
世
継
』
の
後
を
補
う
の
で
あ
れ

ば
、
後
鳥
羽
帝
の
次
の
土
御
門
帝
か
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
か

　
　
　
　
（
2
4
）

も
し
れ
な
い
。
「
後
鳥
羽
院
の
位
の
御
ほ
ど
ま
で
」
は
す
で
に
記

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
『
弥
世
継
』
は
『
栄
花
物
語
』
や
四
鏡
と
同
列
に
扱
わ

れ
る
よ
う
な
完
成
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
『
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

鏡
』
に
言
わ
れ
る
隆
信
が
作
者
で
あ
る
と
す
る
と
、
彼
は
『
弥
世

継
』
の
叙
述
の
対
象
に
な
る
は
ず
の
高
倉
・
安
徳
・
後
鳥
羽
朝
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

生
き
た
人
物
で
あ
っ
て
、
『
弥
世
継
』
は
作
者
に
と
っ
て
同
時
代

史
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
『
今
鏡
』
の
「
今
の
世
」
と
同
様
に

活
力
に
乏
し
い
内
容
が
予
想
さ
れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
『
今
鏡
』

の
後
を
補
っ
て
嘉
応
二
年
か
ら
の
記
事
が
あ
る
と
す
れ
ば
後
鳥
羽

院
譲
位
ま
で
に
わ
ず
か
二
十
八
年
間
の
歴
史
叙
述
し
か
期
待
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

な
い
。
他
の
歴
史
物
語
に
比
べ
て
異
様
に
短
い
で
あ
ろ
う
。
『
弥

世
継
』
は
、
『
増
鏡
』
に
尊
重
さ
れ
、
継
承
に
値
す
る
作
品
だ
っ

た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
散
佚
す
る
に
は
そ
れ
だ
け
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
う
す
る
と
、
『
増
鏡
』
は
『
今
鏡
』
の
後
を
補
う
べ
き
だ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
『
栄
花
物
語
』
に
叙
述
さ
れ
た
時
代
を
『
大

鏡
』
が
再
び
対
象
と
し
た
よ
う
に
、
『
弥
世
継
』
と
同
一
の
時
代

を
後
世
の
視
座
に
よ
っ
て
把
捉
し
な
お
し
て
、
『
弥
世
継
』
を
鏡

物
の
正
系
か
ら
除
外
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
水

鏡
』
『
大
鏡
』
『
今
鏡
』
『
増
鏡
』
の
四
鏡
の
連
続
で
神
武
か
ら
「
現

代
」
ま
で
の
通
史
が
提
供
さ
れ
る
の
は
自
然
な
姿
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
『
増
鏡
』
作
者
は
そ
れ
を
欲
し
な
か
っ
た
。
鏡
物
の
連
鎖

に
よ
る
「
日
本
通
史
」
の
完
成
よ
り
も
、
自
己
の
作
品
の
文
芸
的

完
成
を
望
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
『
弥
世
継
』
は
、
そ
れ

自
体
と
し
て
は
多
く
を
期
待
で
き
な
い
が
、
『
増
鏡
』
の
全
体
の

統
一
性
や
文
芸
的
価
値
の
面
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
『
今
鏡
』

と
『
増
鏡
』
と
の
間
に
約
十
年
間
の
空
白
（
嘉
応
二
年
以
後
の
高

倉
朝
と
そ
れ
に
続
く
安
徳
朝
）
を
生
ん
だ
一
点
に
こ
そ
『
弥
世
継
』

存
在
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
『
今
鏡
』
の
主
眼
が
「
近
き
世
」
の
描
出
に
あ
る
と
す

れ
ば
、
「
中
頃
」
は
、
こ
の
『
弥
世
継
』
に
記
載
さ
れ
た
は
ず
の

時
代
に
該
当
す
る
。
『
今
鏡
』
の
「
中
頃
」
は
、
『
増
鏡
』
に
お
け

る
『
弥
世
継
』
の
位
置
に
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
『
今
鏡
』
の
作

者
が
「
物
語
」
作
者
で
あ
る
な
ら
、
自
己
の
作
品
か
ら
「
中
頃
」

を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
不
可
能
で
も
、
「
中
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頃
」
の
叙
述
を
極
力
簡
潔
に
し
て
作
品
の
統
一
を
図
る
べ
き
で
あ

っ
た
。
そ
う
し
な
か
っ
た
の
は
、
『
今
鏡
』
が
『
大
鏡
』
の
継
承

を
第
一
目
的
と
し
て
成
立
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
『
大
鏡
』

や
『
増
鏡
』
に
比
べ
て
、
『
今
鏡
』
の
文
芸
と
し
て
の
評
価
が
低

い
こ
と
の
一
因
が
あ
る
。
『
大
鏡
』
の
対
象
年
代
が
道
長
の
栄
華

を
規
準
に
し
て
必
然
的
に
選
定
さ
れ
、
『
弥
世
継
』
の
分
離
に
よ

っ
て
『
増
鏡
』
が
統
一
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
『
今
鏡
』
は
「
中

頃
」
を
包
含
し
た
た
め
に
散
漫
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
言

え
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
す
べ
て
が
了
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

『
今
鏡
』
の
「
中
頃
」
に
は
『
増
鏡
』
に
対
す
る
『
弥
世
継
』
と

は
異
な
る
性
格
・
条
件
も
少
な
か
ら
ず
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
ン
　
　
ヤ

「
中
頃
」
は
、
「
近
き
世
」
の
叙
述
に
は
不
要
か
も
し
れ
な
㌧
ガ

『
今
鏡
』
に
は
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
看
過
さ
れ
な
か
っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
は
、
む
し
ろ
『
大
鏡
』
に
冬
嗣
．
良

房
●
良
相
・
長
良
の
簡
略
す
ぎ
る
四
伝
が
実
質
的
始
原
「
基
経
伝
」

の
前
に
設
置
さ
れ
、
文
徳
・
清
和
・
陽
成
三
帝
の
「
紀
」
が
正
統

の
始
祖
光
孝
帝
の
前
に
存
在
す
る
の
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
場
合
は
、
冬
嗣
流
藤
原
氏
の
「
螺
」
姦
別
す
る
原
則
を
典

型
的
に
例
示
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
傍
系
天
皇
の
皇
統
の
衰

滅
と
対
比
し
て
「
正
統
」
の
優
越
を
相
対
的
に
際
立
せ
る
意
図
に

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ハ
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
　
ン
や

応
ず
る
と
見
な
せ
る
。
作
品
の
目
的
そ
の
も
の
で
は
な
㌧
が
　
目

的
の
達
成
に
確
実
に
寄
与
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
類
似
は
す

る
が
、
『
今
鏡
』
の
「
中
頃
」
に
は
そ
れ
以
上
の
機
能
が
潜
在
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
大
鏡
』
の
場
合
と
隔
絶
し
て
、
「
中
頃
」

は
『
今
鏡
』
の
対
象
と
す
る
期
間
と
記
述
量
の
三
分
の
一
近
く
を

占
有
す
る
長
さ
と
規
模
を
も
つ
。
『
弥
世
継
』
の
対
象
期
間
を
も

は
る
か
に
上
回
る
。
ま
た
、
『
大
鏡
』
を
成
立
せ
し
め
た
道
長
の

盛
容
が
、
『
大
鏡
』
に
直
続
す
る
こ
の
時
代
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な

い
は
ず
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
三

　
「
中
頃
」
か
ら
「
近
き
世
」
へ
の
変
転
は
、
道
長
が
築
き
上
げ

た
政
治
体
制
（
歴
代
天
皇
と
の
外
戚
関
係
締
結
に
基
づ
く
摂
関
政

治
体
制
）
の
崩
壊
と
い
う
歴
史
的
事
実
に
よ
る
だ
け
で
は
な
い
。

『
大
鏡
』
世
界
の
延
長
線
上
に
あ
る
時
代
が
終
息
し
、
新
し
い
秩

序
に
律
せ
ら
れ
る
時
代
が
展
開
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ

る
。　

「
中
頃
」
の
三
帝
は
道
長
の
外
孫
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の

存
在
が
『
大
鏡
』
の
叙
述
か
ら
窺
知
さ
れ
る
点
で
「
近
き
世
」
以

降
の
諸
帝
と
区
別
で
き
る
。
後
一
条
帝
は
『
大
鏡
』
に
お
い
て
す

で
に
即
位
し
て
い
る
し
、
後
朱
雀
帝
は
東
宮
位
に
あ
っ
て
即
位
は

当
為
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
後
冷
泉
帝
は
腹
中
に
あ
っ
て
、

　
　
入
道
殿
（
道
長
）
の
御
あ
り
さ
ま
み
た
て
ま
つ
る
に
、
か
な

　
　
ら
ず
を
の
こ
に
て
ぞ
お
は
し
ま
さ
ん
。
こ
の
お
き
な
（
大
宅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ロ

　
　
世
継
）
、
さ
ら
に
よ
も
申
あ
や
ま
ち
は
べ
ら
じ
（
「
道
長
伝
ω
」

　
　
二
〇
六
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

と
、
そ
の
治
世
ま
で
が
予
祝
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
男
皇
子
に
意
義

が
あ
る
の
は
、
帝
位
継
承
が
可
能
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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そ
れ
に
対
し
て
、
後
三
条
帝
の
治
世
は
、
母
禎
子
内
親
王
が
国
母

　
（
女
院
）
に
な
る
と
い
う
夢
告
に
よ
っ
て
間
接
的
に
予
知
で
き
る

が
（
『
大
鏡
』
「
藤
氏
物
語
」
二
四
九
頁
）
、
こ
の
夢
告
は
道
長
外

孫
禎
子
の
繁
栄
の
称
揚
で
あ
っ
て
、
道
長
家
と
外
戚
関
係
の
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

し
な
い
後
三
条
帝
に
関
す
る
記
述
と
は
見
な
し
難
い
。
ま
し
て
、

白
河
・
鳥
羽
・
崇
徳
帝
の
三
代
に
わ
た
っ
て
閑
院
流
が
外
戚
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

を
獲
得
す
る
事
実
は
、
『
大
鏡
』
か
ら
は
毫
も
予
測
で
き
な
い
。

ま
た
、
村
上
源
氏
の
興
隆
は
予
言
さ
れ
る
が
、
顕
房
の
外
孫
堀
河

帝
の
即
位
を
示
す
徴
候
は
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
列
伝
」
に
お
い
て
も
『
大
鏡
』
の
影
は
「
近
き
世
」
ま
で
は

及
ば
な
い
。
す
な
わ
ち
、
『
大
鏡
』
に
記
載
さ
れ
る
の
は
師
実
の

異
母
兄
通
房
ま
で
で
、
師
実
は
無
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
道
長
の

嫡
孫
と
し
て
「
よ
を
ひ
冥
か
す
」
通
房
が
誕
生
し
た
際
の
道
長
自

身
の
詠
歌
と
、
「
孫
の
お
さ
」
で
あ
る
ゆ
え
に
「
長
君
」
と
命
名

さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
、
道
長
の
嫡
流
が
「
道
た
え
ず
す
ぐ
れ

給
へ
る
」
と
予
祝
さ
れ
て
い
る
（
「
藤
氏
物
語
」
二
三
二
・
壬
二

三
頁
）
が
、
『
大
鏡
』
の
予
知
は
こ
こ
ま
で
で
、
実
際
に
家
督
を

相
続
し
た
師
実
に
ま
で
は
筆
が
及
ば
な
い
。
通
房
が
早
世
し
て
弟

の
師
実
に
摂
関
職
と
氏
長
者
の
地
位
が
も
た
ら
さ
れ
た
事
実
の
予

想
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
『
大
鏡
』
に
お
い
て
も
師
実
は
時
代
区

分
の
分
岐
点
に
な
る
。
『
大
鏡
』
世
界
の
未
来
へ
の
射
程
は
、
後

冷
泉
帝
．
禎
子
・
通
房
ま
で
、
つ
ま
り
『
今
鏡
』
世
界
の
「
中
頃
」

ま
で
で
あ
っ
た
。
「
中
頃
」
に
は
『
大
鏡
』
の
人
物
が
再
登
場
す

る
が
、
「
近
き
世
」
に
は
そ
れ
が
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
大
鏡
』
に

公
季
の
孫
公
成
や
曾
孫
資
綱
の
存
在
は
明
記
さ
れ
る
の
に
（
「
公

季
伝
」
）
、
四
世
の
孫
公
実
の
名
は
確
認
で
き
な
い
。
村
上
源
氏
で

登
場
す
る
の
は
師
房
だ
け
で
（
「
道
長
伝
」
）
、
俊
房
・
顕
房
は
片

鱗
さ
え
見
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
「
中
頃
」
が
『
大
鏡
』
と
重
複
す
る
時
代
で
あ
る

と
す
る
と
、
道
長
の
「
中
頃
」
に
お
け
る
影
響
力
も
軽
視
で
き
な

い
も
の
に
な
る
。
『
今
鏡
』
の
「
列
伝
」
は
、
次
の
よ
う
に
道
長

か
ら
始
ま
る
。

　
　
　
世
継
は
、
入
道
太
政
大
臣
（
道
長
）
の
御
栄
え
を
申
さ
む

　
　
と
て
、
そ
の
御
事
細
か
に
申
し
た
れ
ば
、
そ
の
後
よ
り
申
す

　
　
ぺ
け
れ
ど
、
水
上
あ
ら
は
れ
ぬ
は
、
流
れ
の
お
ぼ
っ
か
な
け

　
　
れ
ば
、
ま
づ
入
道
大
臣
の
御
有
様
お
ろ
お
ろ
申
し
侍
る
べ
き

　
　
な
り
。
（
巻
四
「
藤
波
の
上
」
「
藤
波
」
㈲
二
五
頁
）

　
こ
こ
に
、
重
複
を
い
と
わ
ず
道
長
の
「
有
様
」
が
語
ら
れ
る
こ

と
が
予
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道

長
本
人
を
伝
え
る
記
述
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
入
道
前
太
政
大
臣
道
長
の
お
と
ど
は
、
大
入
道
殿
（
兼
家
）

　
　
の
五
郎
、
九
条
の
右
の
大
臣
（
師
輔
）
の
御
孫
な
り
。
一
条

　
　
院
、
三
条
院
、
後
一
条
院
、
三
代
の
関
白
に
お
は
し
ま
す
。

　
　
五
十
四
の
御
年
、
御
髪
お
ろ
さ
せ
給
ひ
て
、
万
寿
四
年
十
二

　
　
月
四
日
六
十
二
に
て
か
く
れ
さ
せ
給
ふ
。
（
同
）

　
「
列
伝
」
中
の
道
長
個
人
の
記
事
は
こ
の
数
行
に
尽
き
る
。
以

下
に
は
丹
念
に
道
長
の
子
女
・
喬
孫
の
経
歴
が
綴
ら
れ
る
。
『
今

鏡
』
で
も
、
『
大
鏡
』
と
同
じ
く
、
「
有
様
」
と
は
本
人
の
こ
と
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

り
も
後
裔
の
様
態
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
道
長
の
十
二

人
の
子
女
の
略
述
が
「
昔
も
今
も
、
か
か
る
御
栄
え
は
あ
り
が
た
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き
な
る
べ
し
。
」
（
「
藤
波
」
㊥
二
六
頁
）
と
締
め
く
く
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
「
栄
え
」
と
は
一
個
人
の
栄
達
・
幸
福
で
は
な
く
、
子

孫
の
繁
栄
に
関
し
て
一
一
、
、
。
わ
れ
喰
向
が
看
取
で
き
る
．
こ
れ
も
『
大

鏡
』
の
「
栄
花
」
観
に
等
し
く
、
『
今
鏡
』
が
『
大
鏡
』
の
続
編

で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
道
長
流
の
系
図
か
ら
成
る
「
藤
波
」
三
巻
の
大

部
分
は
、
『
大
鏡
』
を
受
け
継
い
で
道
長
の
栄
華
を
証
明
す
る
も

の
と
見
な
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
『
今
鏡
』
に
お

い
て
子
孫
の
広
範
な
繁
栄
が
極
度
に
賛
仰
さ
れ
る
の
は
道
長
だ
け

で
は
な
い
。
「
近
き
世
の
関
白
」
師
実
も
、
女
子
を
も
て
な
か
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
末
裔
ま
で
顕
栄
が
永
続
す
る
点
が
再
三
強

調
さ
れ
て
い
る
。
「
末
栄
え
さ
せ
給
ふ
こ
と
も
、
す
ぐ
れ
て
お
は

し
ま
し
し
か
。
」
（
巻
四
「
藤
波
の
上
」
「
薄
花
桜
」
㊥
二
二
四
頁
）
、

　
「
末
広
く
お
は
し
ま
す
」
（
同
「
波
の
上
の
杯
」
㊥
一
四
九
頁
）

な
ど
と
称
賛
さ
れ
る
。
「
大
殿
（
師
実
）
の
御
末
こ
そ
は
、
一
の

人
つ
が
せ
給
ふ
め
れ
。
」
（
同
「
伏
見
の
雪
の
あ
し
た
」
㈲
五
三
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

・
と
い
う
評
言
も
あ
る
。

　
　
「
薄
花
桜
」
（
巻
四
「
藤
波
の
上
」
）
に
師
実
が
登
場
し
て
か
ら

　
「
故
郷
の
花
の
色
」
の
章
（
巻
五
「
藤
波
の
中
」
巻
末
）
が
「
お

ほ
か
た
男
君
十
五
六
ば
か
り
や
お
は
し
ま
し
け
む
。
」
（
㊥
三
九
七

頁
）
と
結
ば
れ
る
ま
で
が
、
師
実
と
そ
の
後
裔
の
記
事
で
占
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
「
藤
波
」
三
巻
三
十
一
章
の
う
ち
十
三
章
に
相

当
す
る
部
分
が
・
『
大
鏡
』
の
蔑
識
に
基
づ
く
と
「
師
実
伝
」

と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
今
鏡
』
の
師
実
は
、

　
「
列
伝
」
組
織
上
の
分
岐
点
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
道
長
と
並

ん
で
、
繁
栄
・
分
派
す
る
一
族
の
始
祖
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
「
藤
波
の
下
」
巻
前
半
ま
で
が
「
道
長
伝
」

と
「
師
実
伝
」
で
成
り
立
つ
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
意
味
な
の
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
列
伝
」
の
「
近
き
世
」
「
今
の
世
」

が
師
実
以
降
の
世
代
に
主
導
さ
れ
、
師
実
一
門
が
繁
栄
す
る
時
代

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
中
頃
」
は
道
長
と
そ
の
子
孫
の
勢
威
の

盛
ん
な
時
代
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
「
藤
波
の
下
」
後
半
（
閑

院
流
の
列
伝
）
・
「
村
上
の
源
氏
」
・
「
御
子
た
ち
」
に
は
「
中

頃
」
へ
の
言
及
が
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
同
様
の
こ
と
は
「
本
紀
」
に
も
指
摘
で
き
る
。
「
中
頃
」
が
対

象
と
さ
れ
る
「
す
べ
ら
ぎ
の
上
」
巻
に
は
、
「
本
紀
」
で
あ
り
な

が
ら
道
長
一
家
に
関
す
る
記
載
が
際
立
っ
て
多
い
。
「
列
伝
」
に

な
か
っ
た
道
長
本
人
の
経
歴
も
こ
こ
に
辿
ら
れ
る
。
道
長
の
摂
政

辞
任
、
省
試
の
詩
題
献
上
、
二
度
の
受
戒
、
無
量
寿
院
造
営
、
法

成
寺
金
堂
落
慶
の
こ
と
な
ど
が
縷
述
さ
れ
（
「
雲
居
」
）
、
病
悩
と

死
去
ま
で
が
「
本
紀
」
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
「
子
の
日
」
）
。

道
長
の
子
女
に
関
し
て
も
、
威
子
立
后
に
よ
る
「
三
后
並
立
」
が

「
い
と
類
な
き
御
栄
え
な
る
べ
し
」
と
称
賛
さ
れ
る
の
を
は
じ
め
、

嬉
子
の
死
後
の
栄
誉
が
賛
嘆
さ
れ
（
以
上
「
雲
居
」
）
、
後
一
条
．

後
朱
雀
両
帝
の
外
家
が
道
長
家
で
あ
る
だ
け
で
な
く
彰
子
の
孫

（
道
長
曾
孫
）
二
人
が
帝
（
後
冷
泉
帝
）
・
東
宮
（
後
三
条
帝
）

で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
（
「
星
合
」
）
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、

道
長
の
外
戚
関
係
締
結
の
成
功
、
す
な
わ
ち
子
孫
の
空
前
の
繁
栄

が
「
昔
も
か
か
る
類
や
は
侍
り
け
む
。
」
（
「
子
の
日
」
ω
七
八
頁
）

一19一



と
、
『
大
鏡
』
と
ま
っ
た
く
同
様
に
賛
美
さ
れ
る
の
が
『
今
鏡
』
「
本

紀
」
の
「
中
頃
」
な
の
で
あ
る
。

四

　
「
源
を
知
り
ぬ
れ
ば
、
末
の
流
れ
聞
く
に
心
汲
ま
れ
侍
り
。
」

（「

�
v
ω
三
三
頁
）
と
い
う
こ
と
か
ら
、
後
三
条
帝
で
は
な
く

て
後
一
条
帝
か
ら
『
今
鏡
』
の
歴
史
叙
述
は
始
ま
っ
た
。
「
水
上

あ
ら
は
れ
ぬ
は
、
流
れ
の
お
ぼ
つ
か
な
け
れ
ば
」
（
巻
四
「
藤
波

の
上
」
「
藤
波
」
㈲
二
五
頁
）
と
い
う
理
由
で
語
ら
れ
た
の
が
道

長
の
「
有
様
」
す
な
わ
ち
後
裔
の
系
譜
で
あ
っ
た
。
「
流
れ
」
（
現

状
）
の
理
解
の
た
め
に
遥
や
「
水
上
」
を
窮
め
な
け
れ
婆

ら
な
い
と
認
識
さ
れ
て
㌧
る
　
こ
こ
に
言
う
「
源
」
「
水
上
」
と

は
、
後
一
条
帝
で
も
、
道
長
で
も
、
万
寿
二
年
で
も
な
い
。
そ
れ

は
「
中
頃
」
に
お
け
る
道
長
の
栄
華
（
一
門
の
隆
盛
）
で
あ
り
、

同
時
に
『
大
鏡
』
世
界
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
『
大
鏡
』

の
「
な
が
れ
を
く
み
て
み
な
も
と
を
た
づ
ね
て
こ
そ
は
よ
く
侍
べ

き
」
（
「
大
臣
列
伝
序
」
六
三
頁
）
に
基
づ
く
考
え
で
あ
ろ
う
が
、

『
今
鏡
』
の
姿
勢
は
『
大
鏡
』
の
そ
れ
と
同
一
で
は
あ
り
得
な
い
。

『
大
鏡
』
の
場
合
は
ま
ず
「
流
れ
」
が
あ
る
。
結
果
か
ら
原
因
に

遡
及
す
る
と
い
う
趣
旨
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
『
大
鏡
』

に
は
、
道
長
の
栄
華
が
厳
然
た
る
現
実
（
結
果
）
と
し
て
認
定
さ

れ
て
い
て
、
そ
の
源
泉
が
文
徳
天
皇
、
藤
原
冬
嗣
、
鎌
足
に
求
め

ら
れ
る
、
あ
る
い
は
光
孝
帝
と
基
経
の
関
係
や
忠
平
の
栄
華
に
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

め
ら
れ
る
傾
向
が
顕
著
に
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
『
大
鏡
』
に

は
原
因
で
あ
る
は
ず
の
も
の
を
結
果
が
規
定
す
る
一
面
が
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

て
、
真
の
因
果
関
係
が
成
立
す
る
と
は
見
な
し
難
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
反
し
て
、
『
今
鏡
』
は
道
長
の
栄
華
が
因
由
に
な
っ
て

「
近
き
世
」
「
こ
の
世
」
の
現
実
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
判
断
す
る
。

後
三
条
帝
即
位
以
後
の
新
体
制
も
道
長
の
子
孫
の
繁
栄
す
る
時
代

に
は
違
い
な
い
。
後
三
条
帝
の
母
后
陽
明
門
院
禎
子
に
つ
い
て
「
こ

の
女
院
の
御
母
、
皇
太
后
宮
冊
子
と
申
す
は
、
御
堂
の
入
道
殿
（
道

長
）
の
第
二
の
御
む
す
め
な
り
。
」
（
巻
二
「
す
べ
ら
ぎ
の
中
」
「
御

法
の
師
」
ω
二
四
一
頁
）
と
わ
ざ
わ
ざ
付
記
さ
れ
て
い
る
。
道
長

の
成
功
が
な
け
れ
ば
白
河
院
や
師
実
の
権
勢
は
な
い
し
、
後
白
河

院
政
や
摂
政
基
房
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
村
上
源
氏
も
、
道

長
の
子
孫
と
し
て
、
も
し
く
は
道
長
流
藤
原
氏
と
一
体
化
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

と
で
賛
仰
さ
れ
る
。
こ
れ
は
『
大
鏡
』
に
見
ら
れ
る
道
長
の
源
藤

融
合
瓶
）
を
受
け
継
ぐ
。
村
上
源
氏
の
始
祖
師
房
が
、
頼
通
の
養

子
で
は
な
く
て
道
長
の
養
子
と
さ
れ
る
の
は
、
『
大
鏡
』
と
『
今

鏡
』
だ
け
で
あ
る
。

　
『
今
鏡
』
は
、
『
大
鏡
』
で
称
賛
さ
れ
た
道
長
の
栄
華
の
不
朽

勤
畿
粘
翻
妖
融
堤
つ
礒
齢
蕪
雑
腸
疎

ま
っ
た
栄
華
の
実
相
（
子
孫
の
空
前
の
繁
栄
）
が
『
今
鏡
』
に
お

い
て
顕
現
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
「
中
頃
」
に
道
長
の
栄
華
へ
の
直
接
的
な
言
及
が
あ
る

の
に
対
し
て
、
「
近
き
世
」
で
は
道
長
が
間
接
的
に
追
求
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
価
値
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
道
長
と
同

様
の
立
場
で
あ
り
、
道
長
と
同
型
の
人
間
で
あ
る
。
師
実
が
子
孫
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の
繁
栄
に
よ
っ
て
道
長
の
後
継
者
と
な
る
な
ら
、
師
通
は
道
長
の

豪
胆
な
性
格
を
受
け
継
ぎ
（
巻
二
「
す
べ
ら
ぎ
の
中
」
「
紅
葉
の

御
狩
」
）
、
道
長
の
「
古
き
跡
」
を
復
活
さ
せ
る
（
巻
四
「
藤
波
の

上
」
「
波
の
上
の
杯
」
）
。
『
大
鏡
』
で
は
、
道
長
が
末
弟
で
あ
り
な

が
ら
二
兄
の
頓
死
に
よ
っ
て
政
権
を
掌
握
し
た
の
を
道
長
の
宿
運

に
よ
る
と
さ
れ
る
が
（
「
道
長
伝
（
上
）
」
末
尾
）
、
そ
れ
に
類
似

し
て
、
『
今
鏡
』
で
も
師
実
の
「
御
報
に
お
さ
れ
て
」
兄
通
房
が

早
世
し
（
巻
四
「
藤
波
の
上
」
「
伏
見
の
雪
の
あ
し
た
」
）
、
基
実

の
短
命
も
弟
基
房
の
「
御
報
」
の
た
め
と
見
な
さ
れ
て
い
る
（
巻

五
「
藤
波
の
中
」
「
藤
の
初
花
」
）
。
忠
通
に
対
す
る
賛
辞
に
は
『
大

鏡
』
の
道
長
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
忠
通
の
嘱
政
権
が
道
長

の
そ
れ
に
比
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
『
大
鏡
』
の

道．

ｷ
は
、
子
孫
の
顕
栄
と
並
ん
で
、
廟
堂
を
領
導
す
る
期
間
の
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ロ

さ
で
古
今
の
有
力
者
を
上
回
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
村
上
源
氏

が
道
長
の
子
孫
と
見
な
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
閑
院
流
の
締
結
し

た
皇
統
と
の
重
層
的
な
外
戚
関
係
は
、
『
大
鏡
』
の
九
条
流
の
発

．
展
の
再
現
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
も
道
長
の
理
想
性
の
一
端

が
分
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
今
鏡
』
の

「
列
伝
」
は
す
べ
て
道
長
の
影
響
下
に
あ
る
と
も
一
一
、
、
口
え
る
．
（
妬
）

　
　
『
今
鏡
』
に
顕
著
な
文
化
・
文
芸
・
芸
能
を
尊
重
す
る
態
度
は
、

　
『
大
鏡
』
の
道
長
が
「
お
ほ
か
た
、
さ
い
は
ひ
お
は
し
ま
さ
ん
人

の
、
和
歌
の
み
ち
を
く
れ
た
ま
へ
ら
ん
は
、
こ
と
の
は
へ
な
く
や

は
べ
ら
ま
し
。
」
（
「
道
長
伝
（
上
）
」
一
二
六
頁
）
と
い
う
こ
と
か

ら
詩
歌
の
才
能
が
称
賛
さ
れ
た
こ
と
の
濃
と
も
見
な
せ
る
．
家

格
の
同
定
化
や
家
業
観
念
の
形
成
が
す
す
む
『
今
鏡
』
の
時
代
に

あ
っ
て
、
道
長
の
よ
う
に
多
方
面
に
抜
き
ん
で
る
の
は
難
し
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
家
格
に
よ
っ
て
、
個
人
の
努
力
で

栄
達
で
き
る
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
才
能
を
発
揮
す

る
道
は
文
化
面
に
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
『
今
鏡
』
に
『
大
鏡
』
の
政
治
的
側
面
よ
り
も
文
化
的
側
面

が
よ
り
多
く
継
承
さ
れ
た
一
因
に
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
変
遷
の

現
実
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
、
『
今

鏡
』
は
『
大
鏡
』
に
理
想
化
さ
れ
た
道
長
の
文
化
人
と
し
て
の
才

能
を
み
ご
と
に
継
受
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
今
鏡
』
に
も
う
一

つ
顕
葦
尚
古
思
蔀
、
に
『
大
鏡
』
の
世
界
や
道
長
を
志
向
す
る

一
面
が
あ
る
の
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
『
今
鏡
』
の
特
性
は
、

当
時
の
社
会
現
象
を
忠
実
に
反
映
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ

に
は
『
大
鏡
』
に
お
け
る
道
長
の
影
響
も
た
し
か
に
見
い
だ
せ
る

で
あ
ろ
う
。

　
『
今
鏡
』
の
作
者
は
、
道
長
を
追
求
し
続
け
て
つ
い
に
果
た
せ

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
『
大
鏡
』
に
も
描
か
れ
な
か
っ
た

道
長
の
栄
華
の
偉
容
を
「
中
頃
」
に
再
確
認
し
、
さ
ら
に
「
近
き

世
」
や
「
今
の
世
」
も
道
長
の
再
来
を
期
待
し
、
道
長
の
栄
華
の

再
構
築
を
目
指
し
た
が
、
そ
れ
は
時
代
が
許
さ
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
意
図
に
よ
っ
て
『
今
鏡
』
に
統
一
性
が
付
与
さ
れ
る
と

も
言
え
る
。
道
長
の
存
在
と
そ
の
栄
華
は
『
今
鏡
』
の
世
界
を
決

定
的
に
覆
い
尽
く
す
。
道
長
の
血
統
を
受
け
継
が
な
い
天
皇
も
摂

政
・
関
白
も
、
王
朝
貴
族
の
発
想
で
は
永
久
に
現
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
注

　
（
1
）
　
関
根
正
直
氏
「
総
説
」
（
同
氏
著
『
今
鏡
証
註
』
六
合
館
、
明
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（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

治
三
十
年
刊
。
同
氏
著
『
今
鏡
新
註
』
〈
六
合
館
、
昭
和
二
年
刊
〉

に
再
録
）
、
池
田
亀
鑑
氏
「
前
田
本
今
鏡
解
説
」
（
石
黒
文
吉
氏
『
前

田
本
今
鏡
』
尊
経
閣
叢
刊
、
前
田
家
育
徳
財
団
、
昭
和
十
四
年
刊
）
、

板
橋
倫
行
氏
「
解
説
」
（
同
氏
校
註
『
今
鏡
』
日
本
古
典
全
書
、

朝
日
新
聞
社
、
昭
和
二
十
五
年
刊
）
な
ど
参
照
。

　
多
賀
宗
隼
氏
「
大
鏡
私
見
　
　
宰
安
朝
の
歴
史
叙
述
　
　
」
（
『
史

学
雑
誌
』
第
五
十
三
編
第
八
号
、
昭
和
十
七
年
八
月
）
参
照
。

　
池
田
亀
鑑
氏
前
掲
解
説
（
1
）
、
海
野
泰
男
氏
「
『
今
鏡
』
の
人

物
描
写
　
　
頼
宗
流
の
人
々
を
め
ぐ
っ
て
　
　
」
（
『
常
葉
国
文
』

第
三
号
、
昭
和
五
十
三
年
六
月
）
、
山
内
益
次
郎
氏
著
『
今
鏡
の

研
究
』
（
桜
楓
社
、
昭
和
五
十
五
年
刊
）
一
四
一
頁
な
ど
参
照
。

　
多
賀
宗
隼
氏
前
掲
論
文
（
2
）
、
山
口
康
助
氏
「
今
鏡
作
者
放
」

（『

糟
黷
ﾆ
国
文
学
』
第
二
十
九
巻
第
六
号
、
昭
和
二
十
七
年
六

月
）
、
加
納
重
文
氏
「
鏡
物
に
お
け
る
『
今
鏡
』
の
位
置
」
（
山
岸

徳
平
氏
他
編
『
大
鏡
・
増
鏡
』
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
十
四
巻
、

角
川
書
店
、
昭
和
五
十
一
年
刊
）
、
海
野
泰
男
氏
前
掲
論
文
（
3
）

な
ど
参
照
。

　
『
今
鏡
』
の
引
用
は
、
竹
鼻
績
氏
著
『
今
鏡
（
上
・
中
・
下
）
』

（
講
談
社
学
術
文
庫
、
昭
和
五
十
九
年
刊
）
に
よ
る
。
た
だ
し
（
）

に
よ
っ
て
適
宜
補
足
説
明
を
加
え
る
こ
と
が
あ
る
。

　
巻
九
「
昔
語
」
・
巻
十
「
打
聞
」
は
清
和
天
皇
時
代
に
遡
り
、

さ
ら
に
『
大
鏡
』
と
重
複
す
る
。

　
加
納
重
文
氏
「
今
鏡
の
世
界
　
　
今
鏡
の
政
治
意
識
の
所
在
と

そ
の
解
明
　
1
」
（
『
国
語
国
文
』
第
三
十
七
巻
第
六
号
、
昭
和
四

十
三
年
六
月
）
、
海
野
泰
男
氏
「
『
司
召
し
』
の
巻
に
つ
い
て

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
11

）

（
1
2
）

（
1
3
）

　14

）

『
今
鏡
』
小
論
　
　
」
（
『
常
葉
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
八
号
、

昭
和
五
十
一
年
十
二
月
）
、
同
氏
「
『
宇
治
の
川
瀬
』
の
巻
に
つ
い

て
　
　
『
今
鏡
』
小
論
⇔
　
　
」
同
第
九
号
、
昭
和
五
十
二
年
十

二
月
）
な
ど
参
照
。

　
加
納
重
文
氏
前
掲
論
文
（
7
）
。

　
遠
藤
静
子
氏
「
『
今
鏡
』
の
著
作
意
図
」
（
『
文
芸
論
叢
』
第
五

号
、
昭
和
四
十
四
年
二
月
）
、
山
内
益
次
郎
氏
著
前
掲
書
（
3
）

九
九
頁
な
ど
参
照
。

　
『
今
鏡
』
に
お
け
る
時
代
区
分
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ

る
。　

松
園
宣
郎
氏
「
『
今
鏡
』
小
考
（
一
）
　
　
序
と
す
べ
ら
ぎ
の

巻
を
中
心
に
　
　
」
（
『
東
洋
大
学
短
期
大
学
紀
要
』
第
八
号
、
昭

和
五
十
二
年
三
月
）
、
同
氏
「
『
今
鏡
』
試
考
」
（
同
第
九
号
、
昭

和
五
十
三
年
三
月
）
、
同
氏
「
『
今
鏡
』
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
』
第

十
五
巻
第
六
・
七
号
、
昭
和
五
十
三
年
六
・
七
月
）
な
ど
参
照
。

　
拙
稿
「
『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
忠
平
の
栄
華
」
（
『
日
本
文
芸

論
稿
』
第
十
二
・
十
三
合
併
号
、
昭
和
五
十
八
年
七
月
）
参
照
。

　
遠
藤
静
子
氏
前
掲
論
文
（
9
）
参
照
。

　
な
お
、
『
栄
花
物
語
』
も
「
近
き
世
」
を
対
象
と
す
る
歴
史
物

語
で
あ
る
。
笠
井
昌
昭
氏
「
『
大
鏡
』
の
歴
史
観
」
（
『
日
本
思
想

史
学
』
第
四
号
、
昭
和
四
十
七
年
九
月
。
同
氏
著
『
古
代
日
本
の

精
神
風
土
』
〈
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
元
年
刊
〉
に
再
録
）
参
照
。

　
『
今
鏡
』
に
お
け
る
「
中
頃
」
の
範
囲
は
一
定
し
な
い
が
、
「
昔
」

や
「
近
き
世
」
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
彰
子
・
禎

子
が
「
中
頃
の
后
」
と
呼
ば
れ
（
㊦
四
七
七
頁
）
、
後
一
条
朝
や
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15
）

　　　　　　

1716
）　　　）

　
18
）

　
19
）

後
朱
雀
朝
が
中
頃
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
想
定
で
き
る
。
海
野
泰
男

氏
著
『
今
鏡
全
釈
下
』
（
福
武
書
店
、
昭
和
五
十
八
年
刊
）
四
四

五
頁
な
ど
参
照
。
時
代
区
分
に
つ
い
て
は
野
村
卓
美
氏
「
『
発
心

集
』
の
時
代
意
識
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
第
六
十
一
巻
第
十
二
号
、

昭
和
五
十
九
年
十
二
月
）
参
照
。

　
松
園
宣
郎
氏
「
『
今
鏡
』
私
考
　
　
列
伝
の
巻
々
を
中
心
に
i

i
」
（
『
文
学
論
藻
』
第
五
十
二
号
、
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
）
参

照
。　

（
1
5
）
に
同
じ
。

　
師
実
は
長
久
三
（
一
〇
四
二
）
年
、
公
実
は
天
喜
元
（
一
〇
五

三
）
年
、
俊
房
は
長
元
八
（
一
〇
三
五
）
年
、
顕
房
は
長
暦
元
（
一

〇
三
七
）
年
に
誕
生
し
た
。
師
実
は
白
河
院
の
親
政
か
ら
院
政
初

期
ま
で
摂
政
・
関
白
を
勤
め
、
俊
房
・
顕
房
．
公
実
は
そ
れ
ぞ
れ

左
大
臣
・
右
大
臣
・
大
納
言
と
し
て
白
河
院
政
を
支
え
た
。

　
大
木
正
義
氏
「
歴
史
物
語
の
筆
づ
か
い
二
題
」
（
『
解
釈
』
第
三

十
一
巻
第
七
号
）
参
照
。

　
『
今
鏡
』
の
成
立
時
期
は
、
嘉
応
二
年
成
立
説
と
嘉
応
．
、
年
を

仮
託
と
し
て
そ
れ
以
後
に
成
立
し
た
と
す
る
説
と
に
大
別
さ
れ
る

が
、
後
者
と
し
て
も
嘉
応
、
一
（
二
七
〇
）
年
か
ら
そ
れ
ほ
ど
下

ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
大
勢
で
あ
る
。
畠
山
本
の
奥
書
を
信

用
す
れ
ば
、
承
安
五
二
、
七
五
）
年
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
．
最
近
に
至
る
諸
説
は
、
海
野
泰
男
氏
「
解
説
」
（
『
今

鏡
全
釈
上
』
福
武
書
店
、
昭
和
五
レ
七
年
刊
）
、
竹
鼻
績
氏
「
解

説
－
：
付
『
今
鏡
』
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
今
鏡
（
ド
）
』
前
掲

く
5
ど
参
照
。

　　　　　ハ

2120
）　　　）

　
22
）■

（
2
3
）

ハ
24
）

（
2
5
）

　
（
7
）
に
同
じ
。

　
石
井
進
氏
「
院
政
の
成
立
」
（
井
上
光
貞
氏
他
編
『
原
始
．
古

代
』
日
本
歴
史
大
系
1
、
山
川
出
版
社
、
昭
和
五
十
九
年
刊
）
。

　
『
増
鏡
』
の
引
用
は
時
枝
誠
記
氏
・
木
藤
才
蔵
氏
校
注
「
増
鏡
」

（『

_
皇
正
統
記
・
増
鏡
』
日
本
古
典
文
学
大
系
8
7
、
岩
波
書
店
、

昭
和
四
十
年
刊
）
に
よ
る
。

　
和
田
英
松
氏
「
増
鏡
の
研
究
」
（
『
日
本
文
学
講
座
』
第
三
巻
、

改
造
社
、
昭
和
九
年
二
月
）
、
加
納
重
文
氏
「
『
増
鏡
』
の
思
想
」

（『

ﾃ
代
文
化
』
第
二
十
八
巻
第
六
・
七
号
、
昭
和
五
十
一
年
六

・
七
月
）
、
木
藤
才
蔵
氏
「
増
鏡
の
構
想
と
叙
述
」
（
『
国
語
と
国

文
学
』
第
三
十
八
巻
第
六
号
、
昭
和
三
十
六
年
六
月
。
同
氏
著
『
中

世
文
学
試
論
』
〈
明
治
書
院
、
昭
和
五
十
九
年
刊
〉
に
再
録
）
、

西
沢
正
二
氏
「
『
増
鏡
』
に
関
す
る
一
試
論
　
　
後
醍
醐
帝
の
物

語
を
め
ぐ
っ
て
　
　
」
（
『
日
本
文
芸
論
稿
』
第
三
号
、
昭
和
四
十

五
年
六
月
。
同
氏
著
『
「
増
鏡
」
研
究
序
説
』
〈
桜
楓
社
、
昭
和

五
十
七
年
刊
〉
に
再
録
）
、
拙
稿
「
『
増
鏡
』
の
世
界
　
　
　
「
皇
位

継
承
」
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
　
　
」
（
『
日
本
文
芸
論
叢
』
第
二
号
、

昭
和
五
十
八
年
三
月
）
な
ど
参
照
。

　
た
だ
し
、
後
鳥
羽
院
の
実
権
は
承
久
の
乱
ま
で
維
持
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
、
譲
位
後
も
二
十
三
年
間
は
後
鳥
羽
院
時
代
と

見
な
せ
る
。

　
隆
信
は
『
今
鏡
』
作
者
と
し
て
有
力
な
藤
原
為
経
（
寂
超
）
の

子
息
で
、
「
世
継
」
の
作
者
の
可
能
性
は
あ
る
が
、
『
弥
世
継
』
を

著
作
し
た
と
い
う
傍
証
は
な
い
。
ま
た
、
『
増
鏡
』
の
記
述
を
す

べ
て
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
岩
橋
小
弥
太
氏
「
世
継
考
」
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（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

（　　　（

3029
）　　　）

（
3
1
）

（
3
2
）

　　　　　

3433
）　　　）

（『

繿
緕
j
籍
の
研
究
　
第
二
集
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
十
三

年
刊
）
参
照
。

　
隆
信
は
、
後
鳥
羽
院
譲
位
の
八
年
後
、
元
久
二
（
二
一
〇
五
）

年
に
六
十
四
歳
で
没
し
て
い
る
。

　
和
田
英
松
氏
は
『
弥
世
継
』
に
つ
い
て
「
こ
の
書
は
今
は
伝
は

ら
ね
ど
、
大
鏡
、
今
鏡
な
ど
に
な
ら
ひ
て
、
序
文
を
そ
へ
、
今
鏡
、

増
鏡
の
如
く
、
編
名
を
附
し
た
る
も
の
な
る
べ
く
、
そ
の
内
容
も
、

主
と
し
て
平
清
盛
一
族
の
事
を
記
し
た
る
も
の
な
ら
ん
。
」
（
同
氏

著
『
本
朝
書
籍
目
録
考
証
』
明
治
書
院
、
昭
和
十
一
年
刊
）
と
推

定
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
な
い
。

　
『
弥
世
継
』
が
実
在
し
て
い
た
こ
と
は
疑
え
な
い
と
し
て
も
、

『
増
鏡
』
に
記
さ
れ
る
作
者
や
対
象
と
さ
れ
る
期
間
は
再
考
の
余

地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
（
1
2
）
に
同
じ
。

　
拙
稿
「
『
大
鏡
』
の
構
想
と
皇
位
継
承
過
程
　
　
　
「
正
統
」
の

確
定
と
顕
在
化
　
　
」
（
『
島
大
国
文
』
第
十
七
号
、
昭
和
六
十
三

年
十
一
月
）
参
照
。

　
『
大
鏡
』
の
引
用
は
松
村
博
司
氏
校
注
『
大
鏡
』
（
日
本
古
典

文
学
大
系
2
1
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
五
年
刊
）
に
よ
る
。
た
だ

し
（
）
内
の
補
足
説
明
は
論
者
が
加
え
た
。

　
「
外
戚
」
は
外
祖
父
と
外
伯
叔
父
に
限
定
さ
れ
る
。
土
田
直
鎮

氏
「
摂
関
政
治
の
特
質
」
（
前
掲
書
〈
2
1
〉
）
な
ど
参
照
。

　
（
3
0
）
に
同
じ
。

　
拙
稿
「
『
大
鏡
』
「
大
臣
列
伝
」
に
お
け
る
栄
華
の
実
現
　
　
外

戚
関
係
と
子
孫
繁
栄
　
　
」
（
『
日
本
文
芸
論
叢
』
第
一
号
、
昭
和

（
3
5
）

　
36
）

（
3
7
）

　
38
）

　　　　　　

4039
）　　　　）

（
4
1
）

五
十
七
年
三
月
）
参
照
。

　
芳
賀
矢
一
氏
「
歴
史
物
語
」
（
『
芳
賀
矢
一
遺
著
』
冨
山
房
、
昭

和
三
年
刊
）
、
増
淵
勝
一
氏
「
大
鏡
の
歴
史
性
ー
ー
道
長
の
栄
花

の
由
来
と
そ
の
実
体
　
　
」
（
『
立
正
女
子
大
学
短
期
大
学
部
研
究

紀
要
』
第
十
四
号
、
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
）
、
松
村
博
司
氏
著

『
栄
花
物
語
全
注
釈
（
三
）
』
（
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
七
年
刊
）

二
〇
〇
頁
な
ど
参
照
。

　
子
孫
が
一
の
人
を
独
占
す
る
の
は
師
実
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
は

な
い
。
兼
家
・
道
長
・
師
通
・
忠
実
・
忠
通
、
あ
る
い
は
師
輔
・

頼
通
ら
に
も
十
分
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
『
今
鏡
』
に

お
け
る
師
実
重
視
の
立
場
が
露
呈
し
て
い
る
。

　
松
本
治
久
氏
「
大
鏡
『
大
臣
列
伝
』
の
逸
話
の
配
列
」
（
『
平
安

朝
文
学
研
究
』
第
二
巻
第
五
号
、
昭
和
四
十
三
年
五
月
。
同
氏
著

『
大
鏡
の
構
成
』
〈
桜
楓
社
、
昭
和
四
十
四
年
刊
〉
に
再
録
）
参

照
。　

松
本
新
八
郎
氏
「
歴
史
物
語
と
史
論
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
文

学
史
』
第
六
巻
「
中
世
」
昭
和
三
十
四
年
四
月
）
、
多
賀
宗
隼
氏

「
今
鏡
試
論
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
八
十
三
編
第
二
号
、
昭
和
四
十

九
年
二
月
）
な
ど
参
照
。

　
拙
稿
（
1
2
）
・
（
3
0
）
参
照
。

　
拙
稿
「
『
大
鏡
』
「
大
臣
列
伝
」
の
考
察
　
　
冬
嗣
流
藤
原
氏
「
正

系
」
決
定
過
程
を
め
ぐ
っ
て
　
　
」
（
『
論
叢
』
第
三
十
五
号
、
昭

和
六
十
年
三
月
）
参
照
。

　
山
内
益
次
郎
氏
著
前
掲
書
（
3
）
一
五
四
～
一
五
七
頁
、
小
島

孝
之
氏
「
今
鏡
の
世
界
・
序
説
　
　
「
村
上
の
源
氏
」
第
七
の
場
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（
4
2
）

（
4
3
）

ハ　　　　

4544
）　　　）

（
4
6
）

（
4
7
）

（
4
8
） 合

　
　
」
（
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
四
十
六
号
、
昭
和
五
十
六

年
七
月
）
な
ど
参
照
。

　
橘
健
二
氏
校
注
・
訳
『
大
鏡
』
（
日
本
古
典
文
学
全
集
2
0
、
小

学
館
、
昭
和
四
十
九
年
刊
）
三
〇
八
△
二
一
〇
頁
頭
注
参
照
。

　
拙
稿
「
『
大
鏡
』
の
編
年
史
的
側
面
　
　
　
『
栄
花
物
語
』
の
克

服
と
追
認
　
　
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
．
社
会
科

学
編
）
』
第
二
十
二
巻
第
二
号
、
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
）
参
照
。

　
山
内
益
次
郎
氏
著
前
掲
書
（
3
）
一
四
二
頁
。

　
拙
稿
「
『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
道
長
の
理
想
性
．
序
説

栄
華
の
相
対
的
評
価
を
め
ぐ
っ
て
～
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部

紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
編
）
』
第
二
十
三
巻
第
二
号
、
平
成
元

年
十
二
月
刊
行
予
定
）
参
照
。

　
板
橋
倫
行
氏
前
掲
解
説
（
1
）
、
松
村
博
司
氏
「
今
鏡
」
（
同
氏

著
『
歴
史
物
語
』
塙
書
房
、
昭
和
三
十
六
年
刊
）
な
ど
参
照
。

　
大
隅
和
雄
氏
「
愚
管
抄
に
お
け
る
『
家
』
の
観
A
コ
心
」
（
『
季
刊
日

本
思
想
史
』
第
一
号
、
昭
和
五
十
一
年
七
月
。
同
氏
著
『
愚
管
抄

を
読
む
　
　
中
世
日
本
の
歴
史
観
～
』
〈
平
凡
社
、
昭
和
六
十

一
年
刊
V
に
再
録
）
、
橋
本
義
彦
氏
「
貴
族
政
権
の
政
治
構
造
」
（
岩

波
講
座
『
日
本
歴
史
』
4
「
古
代
4
」
昭
和
五
十
一
年
八
月
。
同

氏
著
『
平
安
貴
族
』
〈
平
凡
社
、
昭
和
六
十
一
年
刊
〉
に
再
録
）
、

佐
藤
進
一
氏
著
『
日
本
の
中
世
国
家
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十

八
年
刊
4
阻
一
～
六
二
頁
な
ど
参
照
。

　
　
（
4
6
）
に
同
じ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
助
教
授
）
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